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２ 令和６年に施行される法改正のまとめ（安衛法関係）

建設の事業にかかる時間外労働の上限
規制の適用（新様式で36協定の協定の
締結を）

医業に従事する医師にかかる時間外労
働の適用（新様式で36協定の締結を)

労働条件通知書に明示すべき事項を追加
・全ての労働者に対して労働契約の締結時
と有期労働契約の更新時に就業場所、業務
の変更の範囲を明示等

企画業務型、専門業務型裁量労働制に
おける健康、福祉確保措置の追加、労働
者本人の同意を得ること等についての改
正

自動車運転者にかかる時間外労働の上
限規制の適用
・自動車運転者について１年960時間を
時間外労働の上限とする規制が適用
・新様式で36協定の締結を
・改善基準告示の改正（拘束時間、連続
運転時間の縮小や休息期間の延長等）も
同日施行

モデル労働条件通知書

テールゲートリフターを使用して荷を
積み卸す作業を特別教育が必要な業務と
して規定

幅が１ｍ以上の箇所において足場を使
用するとき、原則、本足場を使用する必
要があることとし、一側足場の使用範囲
を明確化する等

除じん性能を有する電動工具に係る措
置の見直し

１ 令和６年に施行される法改正のまとめ（労基法関係）
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令和６年４月１日施行

令和６年４月１日施行

令和６年４月１日施行

令和６年４月１日施行

令和６年４月１日施行

令和６年２月１日施行

令和６年４月１日施行

令和６年４月１日施行

改正概要

📢 令和６年４月１日施行の法改正事項が多数ございます。労基法・安衛法の

主な改正事項について、次のとおりとりまとめましたので、ぜひご活用ください。

リーフレット 資料
★36協定届の記載例あり

★36協定届の記載例あり

★36協定届の記載例あり

★36協定届の記載例あり

★36協定届の記載例あり

（参考）足場の点検
チェックリスト



ラベル表示・通知をしなければならな
い化学物質の追加

化学物質による労
働災害防止のための
新たな規制（労働安
全衛生規則等の一部
を改正する省令（令
和４年厚生労働省令
第91号（令和４年５
月31日公布））等の
内容）に関するQ＆A 

労働安全衛生規則第577条の２第２項の規
定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生
労働大臣が定める濃度の基準等（一覧）（令
和6年4月1日施行）

皮膚等障害化学物質
（労働安全衛生規則第
594条の２（令和６年４
月１日施行））及び特別
規則に基づく不浸透性の
保護具等の使用義務物質
リスト（令和5年11月9
日更新、裾切値を追記

化学物質関係改正事項

ばく露を最小限度とすること
（ばく露を濃度基準値以下にすること）

皮膚等障害化学物質への直接接触の
防止

・ばく露低減措置等の意見聴取、記録作
成・保存

・衛生委員会付議事項の追加

・化学物質労災発生事業場等への労働基
準監督署長による指示

リスクアセスメントに基づく健康診断
の実施・記録作成等

化学物質管理者・保護具着用管理責任
者の選任義務化

SDS等による通知事項の追加及び含有
量表示の適正化

第三管理区分事業場の措置強化（粉じ
ん則等も）

労働安全衛生法に基づ
くラベル表示・ＳＤＳ交
付の義務化対象物質リス
ト（令和4年2月24日改
正政令公布、令和6年4
月1日施行）

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等（化学物質等に係る表
示及び文書交付制度の改善関係）に係る留意事項について」の改正について

リスクアセスメント対象物健康診断に関
するガイドラインの策定等について

防じんマスク、防毒
マスク及び電動ファン
付き呼吸用保護具の選
択、使用等について
※ 防じんマスク通達と
防毒マスク通達は廃止

保護具着用管理責任
者に対する教育の実施
について

「労働安全衛生規
則第 12 条の５第３
項第２号イの規定に
基づき厚生労働大臣
が定める化学物質の
管理に関する講習等
の適用等について」
の改正について

作業環境測定基準及び第三管理区分に区
分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測
定の方法等の一部を改正する告示について

従来から必要な物質は、
労働安全衛生法施行令別
表第９及び別表第３第１
号に掲げる物質

福井労働局 敦賀労働基準監督署

令和６年４月１日施行
（一部は令和５年４月１日施行）

令和６年４月１日施行

令和６年４月１日施行

令和６年４月１日施行

令和６年４月１日施行

令和６年４月１日施行

改正概要 リーフレット 資料

・雇入れ教育の拡充

令和６年４月１日施行
（一部は令和５年４月１日施行）

令和６年４月１日施行
（一部は令和５年４月１日施行）

【暫定版】

＋
左上の化学物質管理者
講習テキストP172 
も参照


